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はじめに 

 

陸上におけるデジタル化の進展に比べ、やや遅れ気味となっている海洋でのデジタル化

は、今後海上物流・漁業・交通管理にとどまらず海洋・地球の環境問題、海洋安全保障など

の視点も入れて総合的に議論されてゆくべき課題である。然るに、外航船など一部船舶では

情報化・デジタル化が進展しつつあるものの、圧倒的に隻数の多い漁船、プレジャー、小型

貨物船などがその恩恵を受けるにはこの先相当の時間がかかるものと思われる。 

 海洋デジタル化の一環として 1990 年代から船舶運航や海上交通管理を目的に始まった船

舶自動識別装置（AIS）はその後、人工衛星とリンクすることによって更にその用途が大き

く拡大してきた。しかしながら機器、費用、制度などの点から AIS を利用する船舶は依然

として限定的である。このような中、次世代 AIS として船・船間と船陸間で簡便に双方向

デジタル通信が可能となる VDES（VHF Data Exchange System）の世界規模での普及が進

みつつある。 

 海洋と宇宙の政策連携の必要性をかねてより主唱してきた（公財）笹川平和財団海洋研究

所は、この VDES を更に衛星とリンクさせることによって、地球上あまねくすべての船舶

が、他船や陸上と不断に交信が可能となる「衛星 VDES」に着目し、2020 年度からその応

用の可能性を探ってきた。本報告書が今後の海上交通の安全のみならず、海で活動するあら

ゆる人たちの安心、さらには海洋状況把握などに貢献し、加えて新しいマーケットを開拓す

る一助となれば幸いである。 

 

2022 年 3 月 

公益財団法人 笹川平和財団 

海洋政策研究所 

所長 阪口 秀 
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第１章 VDES の周知活動 

 

前年（2020 年）度においては、「２０２０年度衛星 VDES に関する委員会」を設置し、衛

星 VDES の技術的な整備と利用サービスの方向性を検討したが、そのユーザーである海事・

海洋関係者に VDES そのものが未だよく知られていないことを認識し、その普及活動の一

つとして年度前半から以下の活動を展開した。 

 

1. 1 シンポジウム「海洋情報のデジタル伝送―VDES の利用とその将来―」  

2021 年 7 月 7 日、笹川平和財団海洋政策研究所はシンポジウム「海洋情報のデジタル伝

送―VDES の利用とその将来―」を開催しました。沿岸から沖合までを全球的にシームレス

に海洋情報を送受信できるシステムとして、衛星を含む VDES（VHF Data Exchange System）

への期待が高まっている。本シンポジウムでは、海運・漁業・海洋産業での利用、さらに次

世代の海洋状況把握への応用を視野に、来る衛星 VDES 時代の我が国の役割を考えるべく、

産官学様々な分野における専門家の参加の下開催された。講演の模様はオンラインで中継

され、250 名を超える視聴者が参加した。 

 

 

写真：シンポジウムの様子。講演者と一部の聴講者は笹川平和財団ビルの国際会議場におい

て参加し、講演の模様はオンラインで中継された。 
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 以下、シンポジウムでの講演者の発言、発表、議論の要点を記載する。 

 

1. 主催者挨拶 

角南篤 笹川平和財団 理事長 

海洋への宇宙利用について、世界中で本格的に議論が進んでいる。海洋における安全安心、

そして MDA（Maritime Domain Awareness）が国家の海洋政策の中で重視され政策も議論・

整備されているほか、宇宙政策の中でも海洋との連携が議論されている。一方で、国をあげ

て DX（Digital Transformation）が進められている中、陸域に比べて海洋における DX はス

ピード感が遅いのではないかという指摘がある。これを海洋でも後押しできないかという

ことで、海洋政策研究所では 2012 年から海洋宇宙連携事業を開始し、第三次海洋基本計画

でも海洋と宇宙の政策連携の必要性が謳われるようになった。その中で、VDES を衛星に結

び付けるアイデアを着想し、2020 年度から委員会を設置し本格的に検討を開始した。本日

は、その中の取り組みの一つの成果としてみなさまと議論を深められればと思う。 

 

2. 基調講演 

粟井次雄 海上保安庁総務部 参事官 

海洋のデジタルデバイドと言われて久しく、ユーザーが乏しい一方で設備投資が大きいこ

とから、海洋における DX は進んでいないというのが現状である。これまで利用されてきた

遭難・安全通信のための GMDSS（Global Maritime Distress and Safety System）は、ユー

ザー先行ではなく技術先行の感があり、ユーザーが多い小型船・漁船は重視されてこなかっ

たように思う。遭難信号は平時の利便性はほぼ無く、条約上の義務であるがゆえに搭載した

というのが現状であり、また商業利用についてもあまり考えられていなかった。普段でも便

利に使えるものが、非常時でも同等、またはそれ以上に使えるという形にならないと普及し

ないのではないかと思う。そのような状況の中で、AIS（Automatic Identification system）

の登場は海上通信の歴史の中で近年最大かつ最重要のイベントであったと言ってよいと考

えられる。同時多発テロの発生以降 MDA の重要性が増大したことから、AIS は安全保障の

観点からのツールとして加速度的に普及した。AIS 信号の衛星受信による広域の船舶動向把

握ができるようになった後は、各国・企業が競って受信のための衛星を上げた。そして、各

種の情報解析システムがビジネスとしてどんどん展開していくようになった。AIS は海の世

界を一変させたと言ってもよいだろう。このような海上通信の歴史の中に、本日のテーマで

ある VDES の普及に関するヒントがあると思う。小型・軽量・安価・多機能というのがキ

ーワードになるであろうし、平時有事を問わず利用できることが必要である。また、公共側

だけでなく、個々の利用者に対する利便性、ビジネスからコンシューマーまで便利な機能を

搭載する必要がある。VDES は DX を目指す上で有力なポテンシャルを持っているし、安全

で効率的な日本初の新しい海上インフラができることを一人のユーザーとしても期待して

いる。 
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3. 講演 

野口英毅 IALA 電子航法部会 議長 

IALA（International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities）

の e-Navigation 委員会において、VDES の開発に主に技術面から携わっている。IALA は航

路標識の改善及び調和を通じて、船舶の安全かつ能率的な移動等のために設立された非政

府国際団体である。その中のデジタル技術の部分を e-Navigation 委員会で取り扱っており、

AIS に続いて VDES も担当している。VDES は次世代の AIS システムとも呼ばれるが、ス

ピード・通信容量を改善したデジタル通信システムとして検討が始まった。通信速度は AIS

に比べて最大 32 倍、通信距離は衛星を利用すれば全球となる。データ交換の効率化のため

には、ブリッジ内の他のデジタル機器とのネットワーク化や動作の自動化が必要である。ま

た、データ送受信は船員の関与を最小限にすることや、関連アプリは多言語対応にすること

などが e-Navigation 委員会では議論されている。今後の VDES 利用例として、捜索救助、

安全関連情報の送信、船舶通報、航路情報交換など、様々な応用が考えられる。IALA の VDES

概要に関する文書が公開されているので（https://www.iala-aism.org/product/vhd-data-

exchange-system-vdes-overview-1117/）、ぜひご一読いただきたいと思う。 

 

今津隼馬 東京海洋大学 名誉教授 

船舶航行中における事故を防ぐためには、航行環境に関する情報収集を改善することが重

要である。衛星 VDES を用いることにより、地形・気象・交通環境に関する情報を収集す

ることが可能になる。また、事故の中で最も多い衝突事故を防ぐために必要な相手船情報も

衛星 VDES の利用によって取得することが可能であり、双方向通信によって、AIS が搭載

されていない小型船に対してもより安全な協調航法が可能になる。MSP (Maritime Service 

Portfolios)として 16 のサービスが提案されているが、今後よりサービスを充実させないと

小型船への普及は難しいと思う。衛星 VDES の技術的な整備と利用サービスの方向性を検

討するため、笹川平和財団海洋政策研究所では委員会を設置した。その中の利用ワークグル

ープでは、MSP 以外にも様々な利用用途が提案された。委員会がまとめた今後の方針とし

て、全船舶装備化のための衛星 VDES の世界的利用へ向けての我が国プレゼンスの向上、

全船装備のための技術的・制度的・政策的な検討を進めていくことなどが挙げられている。

以上をまとめて委員会報告書として公開しているため、今後の展開の道標としていただけ

れば幸いである（https://www.spf.org/global-data/opri/op_20210601_vdes.pdf）。 

 

西村浩一 株式会社東洋信号通信社 顧問 

東洋信号通信社では、港湾部における安全確保のため、全国各地でポートラジオを運用して

情報収集や船舶との通信を行っている。VDES に関する国際的な動向に関して、VDES の実

用化に向けて、衛星 VDES の周波数割り当てが ITU (International Telecommunication 
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Union) WRC-19 で承認された。また、2024 年以降に IMO (International Maritime 

Organization) SOLAS 第 V 章の改正が提案されている。IEC (International Electrotechnical 

Commission)においても VDES に関する技術基準・試験基準についての策定が進められて

いる。実証実験についても、海外の複数企業が協力し、VDES 衛星の軌道上実験実施を計画

している。また、EU では Prepare ships プロジェクトとして現在進行形で船舶局・基地局

の間で実証実験が行われている。航法システムの性能要件として、精度、完全性、サービス

の継続性、利用可能性が挙げられますが、広く用いられている GPS もこれらの要件をすべ

て満たすわけではない。その補強システムとして、VDES 基地局を用いた地上系測位システ

ム（R-Mode）にも期待されており、これも VDES の利用可能性と言えるだろう。 

 

4. パネルディスカッション 

講演の後、志佐陽氏（株式会社 IHI 航空・宇宙・防衛技術領域宇宙開発事業推進部 事業企

画グループ部長）をモデレーターとして、以下 4 名のパネリストによって「衛星 VDES 利

用が拓く海洋新時代」と題してパネルディスカッションが行われました。まず、パネリスト

それぞれの分野から見た衛星 VDES についての発表が行われました。その概要をご紹介し

ます。 

 

パネリスト： 

林敏史 東京海洋大学練習船「海鷹丸」船長・教授 

VDES の漁船への利用を考えた場合、安心・安全の担保が最重要になると思う。これまで、

小型漁船と大型船の連絡手段は存在しなかった。VDES の利用によって一般船舶との交信

や、漁具の位置を通知すること、陸上にメッセージを送信することなどが可能になり、様々

な通信システムの橋渡しが期待できるのではないかと考えている。今後は、搭載・利用の無

料化に期待している。 

 

竹森祐樹 日本政策投資銀行業務企画部 イノベーション推進室長 

衛星 VDES 普及においては、海での経済活動のペイン（ニーズ）を考えたうえで、衛星 VDES

の特徴がペイン克服に貢献し得るかという視点を持っている。その中で、ペイン克服に衛星

VDES が最適か、欧州を中心とした国際動向はどうなっているか、日本で率いる事業者がい

るかなどについて注視している。価値観が揺れ動く不確実な世の中で、主導する企業の中で

お見合い組織・機関を設立するなど、事業化に向けて具体的な進め方を考えていく必要があ

る。 

 

松隈俊大 三井物産株式会社宇宙事業開発室 プロジェクトマネージャー 

三井物産の宇宙事業で目指している衛星データの利活用、船舶事業で見据えている船舶 DX

が会合する領域である衛星 VDES 事業は、これらの事業両方の強みを発揮できる分野だと
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考えている。AIS が VDES に代わることによる新たな情報の収集と、そのデータを活用し

たアプリケーションによる付加価値提供について大きな興味を持っている。また、衛星事業

者向けのワンストップサービスを提供していることや、国内外の関連事業者とのネットワ

ークを保持していることなどを生かし、日本の VDES インフラ構築に対して貢献ができれ

ばと考えている。 

 

渡辺忠一 笹川平和財団海洋政策研究所 特別研究員 

海洋デジタル検討（衛星 VDES）は、海洋人材育成から始まり、これまでに複数の勉強会を

実施する中で議論を深めてきた。OPRI のミッションとしては、国際運用機関の立ち上げと

全船装備というものがあろうかと考えている。海洋宇宙連携により拡大する海洋利用社会

として、「ワクワクする海洋」、そして共助による海洋新時代（協調航法、海洋情報の民主化、

人に優しい）の実現にむけて進めていくことが必要であろうと考えている。「協調航法」と

は、音声連絡に加えて搭載航法計算機間で連絡調整を行う、というものであり、衛星を経由

することで全球をカバーすることが可能になる。また、船舶の安全確保にとどまらず、ゆく

ゆくは MDA 能力の強化についても期待される。本日ご参加の皆様には、衛星 VDES のデ

ータ利用促進階層モデルのうち、自分がどこに属するかを考えながら聞いていただきたい

と思う。海上の現場で、目の前にいる船とお互いに通信できるという点に関しては、VDES

に勝るものはないと考えている。今後、利用の普及と新たな付加価値の創出により、みなさ

まとともにワクワクする海洋新時代への船出ができましたら幸いである。 

 

各パネリストからの発表の後、モデレーターの進行のもと、衛星 VDES がもたらす変化、

衛星 VDES を日本が主導することの価値、そして日本が衛星 VDES を主導するための方策

という 3 つの議題について、議論が交わされた。衛星 VDES がもたらす変化として、違法

漁業の締め出しのような漁船の管理から、漁場の把握による資源の管理が実施できるよう

になること、海洋データ共有による新規参入者の登場と新たな付加価値が生まれることが

挙げられた。また、ある地点における気象情報のような搭載船のローカルな情報を吸い上げ

られることも提起された。衛星 VDESを日本が主導することの意義・価値として、NAVAREA 

XI における安全航行の管理という日本の責任を果たし自由で開かれたインド太平洋に貢献

すること、静止衛星が利用できない北極海でも利用できる衛星通信を整備する必要がある

ということ、そして運用国際機関設立の中で特に利用ラボを日本で設立することで技術・情

報を誘致できるということなどが挙げられた。また、具体的に日本が衛星 VDES を主導す

るための方策として、限られた分野の機関だけでなく様々なバックグラウンドを持つ人々

を集めること、まずは日本の国内を固めた上で今後は海外との連携を進めていくことなど

が挙げられた。VDES によって収集が期待される Sea truth データに関しては、船舶数が多

い日本のキラーコンテンツとなりえることから、これを基に、インド太平洋の調和に貢献し

ていくことが重要であるという意見も述べられた。 
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議論の結論として、様々な価値が期待できる中で海洋情報創造立国として日本が主導でき

るよう、お見合い方式などを通して複数機関の連携を進めていく必要があるということが

モデレーターから述べられた。 

 

5. 閉会挨拶 

阪口秀 笹川平和財団海洋政策研究所 所長 

講演者、参加者の皆様、お忙しいところご参加いただき感謝申し上げる。本日のシンポジウ

ムは、我が国のプレゼンス向上だけでなく、小型船も含めた全船装備という目標に向けて、

今後の国際展開を見据えた基盤作り、そして国内における情報共有と意志統一を目指した

ものである。海洋政策研究所では、衛星 VDES の実現・普及と今後のグローバル展開に向

けて引き続き取り組みを進めていく所存である。また、衛星 VDES の運用だけでなく、今

の私たちには予想もできないような新たな利用可能性の創出を促すためにも、運用コンソ

ーシアムの設立に向けて努力していきたいと思う。 

 

 

1. 2 VDES 周知のための説明資料の作成 

VDES の持つ機能・利点の理解を促進するため、次の 2 種の資料を試行的に制作した。 

（１） イラスト（紙芝居）の制作       

① 船舶間のデジタル双方向通信が、船舶衝突や漁具・漁網切断回避にいかに役立つか

を説明するためのイラスト 2 編「追い抜き編」「延縄編」を制作した。 

参考資料に添付 

② 今後、過去の海難事例や運航のヒヤリハット事例を調査し、シナリオを系統的に逐

次増やしてゆくことが、「協調航法」の研究にも役に立つと思われる。更に将来的に

は、VDES を通じたデータ利活用が海上でどのように役立つかの事例についても検

討する必要がある。  

③ 動画の作成も有力な説明手段になりうると考える。 

 

（２） デモンストレーション用アプリの制作 

海洋政策研究所は、2020 年度の衛星 VDES に関する委員会の検討結果を踏まえ、2021 年

度は VDES の全船舶搭載を目指し、特に漁船・小型船向け普及啓発活動に焦点を絞ってい

る。一方、漁船・内航船等は、少人数で操業を行う場合「手が離せない」ため、無線装置等

の操作が難しいケースが多い。また、相手船が外国漁船（ロシア、中国他）の場合、お互い

の言語を理解することができない。 

 このような背景のもとで、衛星 VDES の実際の利用を想定し、以下機能を持ったデモン

ストレ―ション用ソフトウェアを試験的に制作した。①スマートフォンを利用し、音声操作
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によって相手船とのやり取りを行う。②相手船からの文字連絡を「翻訳」し、日本語音声で

スマートフォンスピーカーから出力する。 

参考資料に添付 

 

 

1. 3 海洋・宇宙関係部局への周知活動 

（１）第 204 回国会で IALA 改正条約が批准されたこと、また、2021 年より、IMO（国際

海事機関）並びに IEC（国際電気標準会議）に於いて VDES 関係の検討が開始されたこと、

更に 2021 年秋から「国家安全保障戦略」の改定が始まったことなどから、宇宙・海洋開発

特別委員会（自民党）内での検討が本格化されている。  

①総合海洋政策推進本部参与会議では海洋基本計画改定に向けた検討を実施しており、同 

「科学技術・イノベーションについて検討するスタディグループ」 （主査：佐藤参与）は 

2021 年 11 月 9 日に 『海洋宇宙連携』 に関する話題提供・意見交換を実施した。本会で、 

〇伊奈康二 経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 室長補佐が、「小

型衛星コンステレーションの重要性と取組について」と題する講演を実施した。 

〇今津隼馬東京海洋大学名誉教授（OPRI 2021 年衛星 VDES 委員会委員長）が「船舶航 

行における衛星 VDES の役割と題する講演を行った。 

〇OPRI 特別研究員渡辺忠一氏が「衛星 VDES を利用した海洋情報創造社会の実現に向 

けて」と題する講演を行った 

②また、宇宙政策委員会 宇宙安全保障部会 第４５回 会合（2021 年 11 月 25 日）では、  

OPRI 特別研究員渡辺忠一氏が、『衛星 VDES（次期 AIS)を利用した MDA 能力の強化 

について』 と題する講演を実施した。 

（https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-anpo/anpo-dai45/gijisidai.html） 

加えて、（公財）笹川平和財団理事長角南篤氏が、宇宙政策委員会 基本政策部会  

第２２回 会合（2021 年 11 月３０日）に於いて、「宇宙通信インフラと海の IoT 

～海洋状況把握(MDA)強化に向けた海洋宇宙連携～」と題する講演を行った。 

（https://www8.cao.go.jp/space/comittee/01-kihon/kihon-dai22/gijisidai.html） 

 

（２）学会発表 

①日本航海学会・航法システム研究会 2021 年度春季研究会（令和３年 5 月 28 日）  

において、OPRI 特別研究員渡辺忠一氏が『衛星 VDES を利用した「協調航法」につい 

て』と題する講演を行った。 （https://j-nav.org/navsys/） 

 

②月刊国際開発ジャーナル 2021 年 8 月号の「笹川平和財団の変革力―国際社会の課題

解決に取り組む 第 2 回」において、OPRI 上席研究員赤松友成氏が取材を受け、『衛

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-anpo/anpo-dai45/gijisidai.html
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/01-kihon/kihon-dai22/gijisidai.html
https://j-nav.org/navsys/


11 

 

星通信で目指す「海の Society 5.0」』として衛星 VDES 関する取り組みを紹介した。 

 

③「令和 3 年度 第 3 回海洋技術フォーラムシンポジウム  テーマ:第 4 期海洋基本計 

画における科学技術・イノベーションの在り方(その 3) ~海のデジタルトランスフォー 

メーション(DX)~」（令和４年３月２２日）に於いて、OPRI 特別研究員渡辺忠一氏が、 

「衛星 VDES(次期 AIS)による海洋情報創造社会を目指して」と題する講演を行った。

また、同パネルディスカッション「海洋のデータ産業を振興させるために必要なこと」 

に、パネリストとして登壇を行った。 
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第２章 2021 年度衛星 VDES 委員会の活動 

2. 1 委員会設置概要        

1) 設置趣旨： 

全球での双方向パケット通信を可能にする衛星VDES は、次期AIS システムとし 

て国際的に期待されている。笹川平和財団海洋政策研究所ではこの衛星VDES シ 

ステムを、無人船を含む船舶の安全航行だけでなく、今後の漁獲証明や違法漁業撲 

滅、海洋気候変動モニタリング、安全保障など、海洋状況把握のための基幹通信イ 

ンフラととらえ、その普及促進をすすめている。日本の国際的なプレゼンス確保を 

目指し、船舶を用いた業務を実施する様々な分野の専門家と議論を深めるため、 

「2021年度衛星VDES委員会」を組織する。 

 

2) 委員メンバー（敬称略・順不同）： 

今津 隼馬（委員長） 東京海洋大学 名誉教授 

⼭本 静夫  元宇宙航空開発機構 副理事長 

荒井 修亮  ⽔産研究・教育機構理事 / ⽔産大学校代表 

林 敏史   東京海洋大学教授 / 海鷹丸船長 

高嶋 恭子  東海大学海洋学部 准教授 

加藤 光一  一般財団法人日本船舶技術研究協会 専務理事 

平⽯ 一夫  一般財団法人海洋⽔産システム協会 専務理事 

斎藤 克弥  一般社団法人漁業情報サービスセンター システム企画部長 

渡辺 和寛  一般社団法人内航ミライ研究会 / 三洋汽船株式会社 

中園 隆二  商船三井フェリー株式会社 取締役安全統括管理者 

佐伯 誠治  一般社団法人 日本マリン事業協会 専務理事 

新⽥ 肇   ㈱アクア船舶鑑定 代表取締役社長 

本⽥ 直葵  東京湾⽔先区⽔先人会 海務委員 

⼭⽥ 裕英  東京海上日動⽕災保険株式会社 海上業務部 船舶業務グループ 課長 

 

３）オブザーバー（順不同）： 

内閣府（総合海洋政策推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局）、総務省、国⼟交通省（総

合政策局、海事局）、海上保安庁、⽔産庁、経済産業省（製造産業局）、文部科学省（研

究開発局） 

 

４）事務局：公益財団法人 笹川平和財団 海洋政策研究所（OPRI） 
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2. 2 委員会開催状況 

（１）第一回委員会 2021 年 10 月 7 日 オンライン 

〇事務局より、年度前半の OPRI 活動（第 1 章、第 3 章、第４章参照）の報告と今後の

活動スケジュールについて説明がなされた。 

〇委員全員から、VDES の利活用と今後の課題について活発な意見が述べられた。 

 

（２）第二回委員会 2021 年 12 月 23 日 オンライン 

〇事務局より、IALA 理事会（12 月）に於いて衛星 VDES を新規議題（10 月 eNAV28 に

て OPRI 提案）とすることが合意され、次回 eNav29(2022 年 3 月)から審議が開始される旨

報告された。 

〇事務局より、衛星 VDES に関する国内外の動向について説明がなされた。 

〇VDES の普及促進策に関する前回委員会での委員発言を項目ごとに取りまとめた事務

局提出資料について、委員全員から改めて多くのコメントが寄せられた。 

 

（３）第三回委員会 2022 年 3 月 11 日 オンライン 

 〇事務局より、衛星 VDES に関する①内外の動向、②IALA 対応状況、③NORSAT2 利用

による実証実験、④コンソーシアム立ち上げ支援、⑤普及型端末の概念設計などについて報

告がなされた。 

 〇前回までの委員からのコメントを取りまとめた「衛星 VDES の利用と普及に関する課

題（案）」（事務局案）について審議が行われ、一部字句修正については事務局、委員長に一

任のうえ、これを今年度報告書に記載することが合意された。最終の合意文書を別添１に記

載する。 

 〇上記「課題」の検討を踏まえ事務局に於いて作成された第４期海洋基本計画へ向けた

「政策提言（案）」（事務局案）について審議が行われ、一部字句修正については事務局、委

員長に一任のうえ、OPRI に寄託することが全会一致で承認された。最終の合意文書を別添

２に記載する。 

 〇来年度以降の OPRI の活動について事務局から説明がなされ、2021 年度衛星ＶDES 委

員会を解散した。 
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別添 1 衛星 VDES の利用と普及に関する課題 

 

以下は衛星 VDES の利用と普及に関して、2021 年度衛星 VDES 委員会で討論された課

題を整理したものである。 

 

(1) 海上における情報・通信需要に関する調査・分析の必要性 

① 海上交通安全向上のための通信ニーズ調査 

現在、海上で用いられている通信手段（国際 VHF、AIS、漁業無線、携帯電話網、衛

星通信）の限界と課題（大型船―小型船間の通信など）を業種・海域ごとに調査・整理

し、VDES の位置づけの明確化を図る必要がある。 

この調査に当たっては「コミュニケーション不足（特に相手船が異言語の場合）」、「見

張り不十分」「危険予知不足」などが原因で発生した過去の海難事例を分析し、VDES

の有効性を関係者に解り易く説明をすることが重要である。 

 

② 情報・通信マーケットの将来予測 

ＶＤＥＳ関連の事業化を関係者に促すためには、商船のみならず将来の主なユーザ

ーとなる漁船・小型船を含めた世界の海上情報・通信マーケットの予測調査が必要であ

る。特に漁船・小型船については、VDES の利用目的や利用形態を明確にしたうえで、

船舶の種類・サイズ、AIS 搭載の有無、運航・操業海域ごとに細かな分類が求められる。 

 

③ 新たな衛星 VDES ニーズの掘り起こし 

VDES の恩恵をより多くの人々に共有してもらい、永続的に利用してもらうために

は、海上交通の安全性向上にとどまらず、幅広いニーズの掘り起こしが必要となる。 

即ち、海運・⽔産業や海洋開発（資源・エネルギー）などの産業分野、海洋観測（物

理・化学・生物）＊などの学術分野に加えて、海洋状況把握（MDA）の観点から、海上

通信に求められるニーズをきめ細かく探求しなければならない。 

なお、船舶へのニーズ調査に当たっては、船種、運航・操業海域、船主（運航者）毎

に関心が異なることに留意すべきである。 

 

＊（参考例）海洋観測機器（定点ブイ、漂流型潮流計）への応用、海洋哺乳類や海鳥の

生態・分布調査 

 

 

(2) 海上コミュニケーションの向上に関する技術的調査・分析の必要性 

① 衛星 VDES 関連機器の検討 
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衛星 VDES の普及のためには、船舶局（モジュール／周辺機器）に必要となる出力、

サイズ、アンテナの形状、既存 AIS 機器との互換性などハードウェアの要求仕様を検

討した上で、それらの導入・維持コストについて検討し、エンドユーザーに提示できる

サンプルを提示しなければならない。 

特に全船への普及には、携帯電話の持つ機能を参考に開発し、かつ、低廉な端末の供

給が望まれる。 

 

② 「協調航法」実現に向けた課題 

自動航行・無人船の今後の発展を視野に入れ、周囲の小型船検出や航行意志疎通の支

援といった課題が VDES 利用とその波及効果により解決できるような仕組み・体制

（「協調航法」）作りが極めて重要になる。 

「協調航法」については、その技術的課題（操船方法、ブリッジ情報の統合、既存 AIS

の補完・利活用、通信プロトコルなど）や法制的課題（例えば衝突防止法）について早

急に検討に着手し、世界的に共通の理解に持ってゆくことが望まれる。 

 

③ VDES 通信の効率化検討 

VDES の通信容量には限界があるので、全船普及に際して要望される利用方法が果

たして実現可能かどうかについて更に通信技術的な検討が必要である。 

通信容量に余裕を持たせる一方法として、通信内容を一部符号化するアイデアにつ

いて調査することが望ましい。最終的には、IALA/ITU-R/IEC の規格などとの整合性

を図る必要がある。 

 

④ （衛星）VDES による航海・無線機器のスリム化の検討 

船上（船橋）で多種の機器を操作する負担を軽減するために、既存航海・無線機器

（ECDIS その他）の統合化の可能性が探られるべきである*。 

更に、小型船への普及を目指すのであれば、スマートフォンやウェアラブルデバイス

のような端末を用いた利用形態についても検討を行う必要がある。 

 

  *（参考）航海・無線機器のアラーム系はスリム化し、情報取得のための発受信は自動

化し、最終的にはマシン・ラーニング化へと向かうものと思われる。 

 

 

(3) 海上デジタル化への人材育成 

① 次世代海技者教育について 

海技者教育訓練制度（カリキュラム）は長い期間大きな変更が加えられなかった。こ

れからは多種のデータを見て運航するというこれまでとは異なる操船技術が必要にな
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る。VDES を介しての実船データの収集や、これによって得られたデータを利用した新

しい訓練方法の検討が必要である。 

同時に、デジタル化が進展する中での海技能力の維持についても今後十分な検討が

必要である。 

更に、海技教育機関での教育のみならず、海技免状・小型船舶操縦士免許の更新時や

漁協・マリーナ等における講習などでの地道な活動を展開せねばならない。 

 

② 海洋 DX を目指した人材育成・連携 

今後の海洋 DX（Digital Transformation）化を目指し、データサイエンスをはじめと

する幅広い専門性を持つ人材の海洋・海事分野への進出を促す方策について検討する

必要がある。と同時に、各セクターに散らばる海洋若手専門家（ECOP: Early Career 

Ocean Professionals）のネットワーク拡大を進めることが望ましい。 

特に、ＡＩ環境に馴染んだ早期教育体制の確立とセンサー技術、電子回路設計、デー

タサイエンスに強い人材の育成が必須である。 

 

 

(4) 社会実装へ向けてのその他の課題 

① MDA などへの応用 

海賊・密航・密輸・違反操業・領海侵犯船など AIS や VDES の電源を意図的に切り、

自船位置を隠匿するいわゆる不審船を、付近航行船舶が当局に自動で通報することに

よって、取締りが容易になる。このような情報をどのように収集し、相互確証に繋げる

かが課題である。 

VDES を搭載する船舶からの周辺海域の状況（海氷、海洋汚染、津波など）は同じ海

域を航行する船舶にとって大切な情報である。また、時々刻々の該船の運航情報は海難

審判等の証拠データになる。これらの情報・データをどのように収集・活用・共有して

ゆくかその仕組み作りを検討せねばならない。 

海洋の可視化は安全保障や海洋ガバナンスの基本的課題であるが、価格や規格の問

題からＡＩＳの普及が漁船や小型船舶に対して進んでおらず。衛星によるＡＩＳの捕

捉もシステム的限界から十分ではない。ＶＤＥＳに小型、安価、多機能というＡＩＳの

ギャップを埋める特性を実現することにより、海洋可視化を飛躍的に高めることがで

き、テロの脅威やＩＵＵ漁業の抑止、海洋データの収集による海洋環境の保護等、総合

的な海洋ガバナンスのキラーツールになることが期待できる。これは、通信や航行安全

という民生機能と、ＭＤＡという公的安全保障機能を効率的に同居させる新たなシス

テムによって実現することができる。 

 

② 政策提言活動の継続 
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 ＶＤＥＳや海洋デジタルに関する各種シンポジウム・展示会・学会の開催を関係者

に促すとともに、ロビイング活動などを通して、政府全体としての取り組みが行われる

よう鋭意提言活動を続けるべきである。 

この際、現在進められている海洋デジタル化に関連する政策（スマート漁業、スマー

トシッピング、サイバーポート、海しる等）と連携も一案である。 

 

③ 我が国 VDES 開発事業者へのインセンティブ（産業育成策） 

衛星 VDES 事業の持続的な運営（衛星打ち上げ・運用・維持管理を含む）を目指し、

ビジネスモデルの検討やスタートアップ企業への支援策、開発者や研究者の育成につ

き検討が必要である。例えば、アイデアソンやハッカソンなど新たな利用可能性を創出

する場の創生支援についても検討すべきである。 

 

④ 国際展開・協調 

IALA や IMO など国際組織におけるルール策定の議論を主導するとともに、ＶＤＥ

Ｓ衛星を打ち上げ始めた中国や、VDES 促進にアライアンスを組みつつある欧州に対

して、国際競争と協調をどのように図るべきかの戦略が必要である。 

衛星ＶＤＥＳは安全通信が主たる利用目的であるところ、多数基の衛星の打ち上げ・

運用・管理についての国際運用機関の設立は必須と思われる。わが国としては構想され

る運用機関設立にあたって主導権を握ることが求められる。 

早急に国際運用機関の機能（データセンター・アプリ開発センター機能を含む）につ

いて検討に入る必要がある。 

   衛星 VDES によって得られる情報の開示、秘匿性など国際的な管理基準を策定すべ

きである。 

 

⑤ 普及活動のための周知宣伝と必要な資料作成 

海洋・海事関係者のみならず、新しい起業家、政官学などへの衛星ＶＤＥＳの周知活

動を促進するため、其々の分野に応じた宣伝資料（パンフレット、PR 動画、専門書な

ど）の作成が期待される。 

更に、VDES が持つ有用性をより分かりやすく社会に訴えるために、ポータルサイト

の立ち上げやマスメディア活用を考えるべきである。 

 

⑥ 社会インフラとしての衛星 VDES の検討 

衛星ＶＤＥＳは海洋における諸活動に不可欠な社会的インフラであることを認識し、

他の海上通信手段（AIS, インマルサット、イリジウム、国際 VHF など）に係るインフ

ラとの共存性・競合性について調査検討が必要である。 

この際、民間通信企業、プロバイダーの参入も検討する必要がある。 
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⑦ 利用普及に向けた保険制度など 

VDES 利用によって海難事故が減少すると確信できるケースには保険料割引制度や

テストユーザー制度など、利用のインセンティブを向上させるような方策が有意義と

考える。 

一方で、VDES によって得られるデータの誤配信などによって生ずる損害対策（賠償

方法）やセキュリティ対策について検討が必要である。 

 

⑧ 関係規則・制度の改廃 

船舶間、船陸間におけるメッセージやデータを効率的に送受信するには、VDES が持

つ他局への転送機能を最大限活用することが重要であり、このためには転送に寄与す

る海岸局等の設置・運用に関する規制緩和が望まれる。 

また、輻輳海域では通信量が限度を超え、このために回線が不安定になる可能性があ

るのでこれに対する対策が必要である。 

全船舶搭載を目指すことになると、遊漁船、漁船、プレジャーボートに対する無線局

免許と無線従事者免状の見直しが必須である。 

更に、漁網、灯浮標など船舶以外への設置については関係法制度の改定が必要となる。 

その他、海上衝突予防法（COLREGs）や船舶設備関連規則の見直しが必要となるか

もしれない。 

 

（了） 
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別添 2 衛星 VDES に関する政策提言 

「衛星 VDES に関する提言～海洋デジタル化時代に向けて～」 

2022 年 3 月 11 日 2021 年度衛星 VDES 委員会 

 

（提言趣旨） 

 ２０世紀末に大型商船からその導入が始まった AIS（Automatic Identification System）

は、船舶の位置を知らせ合うことで海上安全に画期的な変革を与え、９．１１同時多発テロ

後は不審船舶の動静監視など MDA（Maritime Domain Awareness）にも利用されている。  

しかしながら、汎用性・利便性・経済性などの理由から、圧倒的に隻数の多い漁船やレクレ

ーション船など所謂小型船に十分普及しているとは言い難い。  

こうした状況下、既存の AIS 機能が組み込まれ、かつ、船舶間・船陸間で双方向デジタル

通信がより簡便にできる VDES（VHF Data Exchange System）が国際機関で検討され、将

来は AIS に置き換わる方向にある。特に 2019 年世界無線会議が衛星にＶＤＥＳ利用周波数

を与えたことから、主要各国は衛星とリンクした VDES（以下「衛星 VDES」）を海上の情

報インフラとしてとらえ、その国際的構築に鎬を削り始めた。  

近年におけるデジタル化の進展は経済社会の諸相に及び人々の安全・安心・快適性を更に

高めつつある。衛星ＶＤＥＳの導入は海上デジタル化（Society5.0）の促進に大きく寄与す

るものであり、かつ、地球上のあらゆる海域で大小あらゆる種類の船舶などが利用できると

いう点において世界益・人類益になるとともに、経済安全保障など国益にも直結する重要政

策課題であることから、以下の内容を次期（第４期）海洋基本計画に位置付けることを提案

する。   

 

提言１．衛星 VDES に関する我国ビジョンの検討  

衛星 VDES は海事・海洋産業分野のみならず、環境保護、学術、安全保障などの分野に

も利用が期待され、海外では国家戦略として既に VDES 衛星を複数基打ち上げつつある国

もある。 

今後衛星 VDES の利用拡大が予想される中で、更なるニーズの発掘と利用可能性の追求、

関係インフラの整備、研究開発と起業の支援策、宣伝・普及の促進策、VDES によって得ら

れた情報の開示とセキュリティ・補償対策、関連法規の整備などに関して、省庁の垣根を超

えた総合的な政策の検討が必要である。  

衛星 VDES に関する総合政策（ビジョン）の検討は、グローバル・コモンズ（海洋・宇

宙・サイバー）の中で海洋国家としての我が国の国家戦略を固めることにも通ずる。  

  

提言 2．国際貢献の推進 
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 世界のあらゆる海域で大小・種類を問わずすべての船舶が、船舶間および船陸間で相互に

円滑な情報交換ができるためには、このために必要とされる基準・規則などの制定、衛星の

運営・管理などを国際的な連携の下で検討してゆかねばならない。もちろん、衛星 VDES に

関する途上国支援なども必要になる。 

「One Ocean」の理念のもと、世界のあらゆる船舶が安全で安心な航行を衛星 VDES に

よって達成すために、互助の一法である「協調航法」を国際的に訴えてゆくことが早急に求

められる。 

更に、衛星ＶDEＳによって取得される海洋データの利・活用やその情報セキュリティな

ど、未だ国際的にも十分議論されていない課題について、わが国が国際社会を先導してゆく

ことが望まれる。 

  

提言３．関連技術の研究開発及び事業化の推進 

 衛星ＶＤＥＳの利用可能性の検討と並行して、その普及を図るためには政府によるアン

カーテナンシー政策、関連する技術開発支援策、多様な事業者が共存共栄する仕組み作りに

ついて検討を進める必要がある。 

とりわけ、低廉なＶＤＥＳ関連機器・サービスの開発、ハード・ソフトウエアの開発を行

う研究者・企業に対する支援方策、業界を超えた事業形態について検討が急がれる。 

  

提言４．海洋デジタル時代の人材育成 

 衛星 VDES によって得られる海洋・船舶のデータを収集、蓄積、分析、活用しこれを循

環させることにより、新たな雇用を創出することができ、これが海洋デジタル社会構築に貢

献すると考える。 

 このためには、ＡＩ環境に馴染んだ早期教育体制の確立とセンサー技術、電子回路設計、

データサイエンスに強い人材の育成が必須である。 

 また、衛星ＶＤＥＳを嚆矢とする海洋のデジタル化・見える化によって、海洋が持つ可能

性と重要性を若い世代に認識させることができれば、これは海洋立国の基盤強化にも通ず

ることになる。 

 

（了） 
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2. 3 港湾域における情報デジタル化 勉強会 

沿岸から沖合までをシームレスに船舶・海洋情報を送受信できるシステムとして、SOLAS

条約船を対象とした VDES（VHF Data Exchange System）の導入を目前に控え、VDES と

衛星のリンクの議論も国際的に本格化してきている。その中で、OPRI は 2021 年年度衛星

VDES 委員会を組織し、船舶を用いた業務を実施する様々な分野の専門家と、将来の海上通

信デジタル化について議論を進めている。特に船舶が輻輳し安全航行が重要視される港湾

域において、今後のデジタル通信の可能性・重要性について議論を深めることを目指し、

2021 年 11 月 26 日（金）にオンラインで勉強会を実施した。講演者・講演タイトルは以下

の通りである。 

 

1. 「VDES の利用シーン -VDES は AIS 2.0 である-」 

 西村浩一（東洋信号通信社） 

 

2. 「⽔先業務に見る船舶運航実務と VDES への期待」 

 本⽥直葵（東京湾⽔先区⽔先人） 

 

3. 「スポーツ・レジャー用海岸局安心サポートシステム“みまもりーな”ネットワーク」 

髙野光哉（NPO 法人 海の達人） 

 

当日は、2021 年衛星 VDES 委員会委員を中心として、紹介のあった大学関係者や学部生・

大学院生など、計およそ 40 名が参加した。今後ますます注目が集まることが予想される港

湾域のデジタル化、さらにその中で VDES に期待される役割など、活発な議論が行われた。 
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第３章 衛星 VDES に係る国際的活動 

3. 1 IALA への新議題提案 

VDES の技術的な内容に関する基準の作成及び利用方法の検討に関しては、国際航路標識

協会（IALA: International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities）

が中心となって開発してきている。すなわち、マリン VHF バンドの一部をデータ通信用に

再配分して、船舶動静情報に限定しない様々なデータ通信を行えるようにするもので、船対

船、船対陸といった VHF 到達距離内での海上通信だけでなく、人工衛星を利用した通信に

ついても検討を進めてきた。その結果、IALA は、VDES に関する総括的ガイダンスを作成

し、G1117: VHF Data Exchange System(VDES) Overview として 2016 年 12 月に発行した。

IALA はさらに、VDES の技術仕様書を G1139: The Technical Specification of VDES として

2017 年 12 月に発行した。なお、海洋政策研究所は IALA のメンバーとなっている。 

IALA 内部では、VDES に関しては、ENAV Committee（ENAV 委員会）で検討を進めてい

る。ENAV」委員会の議長は、海上保安庁の野口英樹氏が議長を務めている。 

ENAV 委員会の第 28 回会議（ENAV28）は、2021 年 10 月に WEB で開催された。この会

議に際して海洋政策研究所は、VDES の衛星、陸上基地及び通信の伝達に関して、国際的に

協力・協調して行う方途を探り、そのための IALA 指針（ガイドライン）を作成するための

新しい作業を推進することを提案した（IALA 文書 ENAV28.5.1.3.3 Proposal of initiating 

discussion on the VDES resource sharing）。ここでは、概略以下の事項を提案した。すなわち： 

・ITU-R の VDES 通信に関する勧告 M2092（特にその附属書 6）に準拠して、 

.1 VDES 陸上局のカバレージとその業務の明確化 

.2 VDES 陸上局の協調方法 

.3 VDES の地上通信と衛星通信の協調 

.4 CDES 衛星通信の協調 

・さらに、これらの協調・協力を円滑に進めるために、VDES に関する国際的な機関を

設立することが必須であり、その内容と運用に関して、ガイドラインが必要である。 

ENAV28 は、この新作業提案に合意し、IALA の作業として取り入れることを IALA 理事

会に諮ることに合意した。IALA 理事会は、この提案を了承した（2021 年 12 月）。 

ENAV 委員会の第 29 回会議（ENAV29）は、2022 年 3 月 14 日から WEB で開催された。

海洋政策研究所は ENAV 委員会において今後、この VDES 国際協調ガイドライン作成の作

業を主導して推進するため、ENAV29 へ本県作業を進めるための文書を提出した（IALA 文

書 ENAV29.5.1.3.1 Development of Guidelines on VDES resource sharing and coordination 

cooperation）。これは、IMO が開発してきた e-Navigation の枠組みを勘案して VDES 通信に

関する国際的な協調を進める方途を検討し、そのためのガイドラインを作成することを、

ENAV28 への提案に沿って進めることを申し出たところ、このガイドライン案に関して

ENAV30 会議（2022 年 10 月予定）において、専門のタスクグループを形成して、実質的な
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作業を開始することとなった。  

ENAV29 ではさらに、IALA の VDES に関する総括的ガイドラインである G1117 の改正作

業も進め、海洋政策研究所が提案している漁獲情報の送受信及び協調航法に関して、G1117

の改正へ盛り込む文案が合意された。 

 

3. 2 実証実験 

3.２.1 背景 

VDES 通信の実証実験としては、2018 年 12 月に、海上保安庁が指揮を執って VDES の試

作送受信機を製作し、東京湾海上交通センター及び東京海洋大学の練習船（2 隻）を用いて、

実海域実証実験を東京湾で実施した。 

VDES の衛星経由の実証実験としては、VDES 通信能力を持つ衛星を有するノルウェーが

ノルウェー海における実証実験を進めているほか、カナダ及び中国も実証実験を開始して

いる模様である。さらに、スウェーデン、デンマーク等も VDES 衛星通信実験を計画してい

る模様である。 

海洋政策研究所は、衛星を利用した VDES の利用形態として、協調航法、漁獲情報配信

等、いくつかの方途を検討し提案してきたところであるが、これらの VDES 通信を実証す

る実験は実施されていない。 

 

3.2.2 実証実験の計画立案 

以上の背景により、VDES を利用した協調航法通信などを実証するための実験を実施する

ことを発案し、現在 VDES 通信を行っている衛星を有するノルウェーに協力を依頼したと

ころ、快諾を得た。また、船舶に搭載する VDES 無線局に関しては、すでに製造市販してい

るノルウェーのメーカー（Kongsberg Seatex）のものを利用することとした。 

VDES 実証実験が、概要以下の通信を実施する計画を立てた。 

.1 船舶間直接 VDES 通信 

.2 衛星経由船舶間 VDES 通信 

.3 衛星経由船舶陸上間 VDES 通信 

ノルウェーとの協議を進める中で、衛星経由船舶間直接 VDES 通信に関しては、現在の

ノルウェーの衛星（NORSAT-2 等）では行っていないことが判明したため（衛星上のプロセ

ッサのソフトウェアを改修すれば可能）、実証実験は,1 及び,3 に関して実施することとした。 

VDES 送受信機に関しては、将来の小型船舶での利用とそのような船舶従事者の無線免許

の負担を低減すべく簡易無線局とするため、送信出力（ITU-R M2092 及び IALA G1139 では

出力 12W を規定）を低減することを考えたが、製造元の技術的・時間的都合から、発信出

力を低減した無線局による実証実験は、次年度以降の課題とすることとなった。 

 

3.2.3 実施時期及び場所 

Our Ocean Conference が 2022 年 2 月にパラオで開催される予定であったため、令和 3 年
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度の実証実験は、以下の場所及び時期に実施する計画を立てた。 

.1 ノルウェーにおいて、VDES 送受信局の通信確認及び通信データを取る実験を令和

3 年 12 月～令和 4 年 1 月に実施する。 

.2 パラオで開催される Our Ocean Conference に際して、実証実験を実施して、VDES

通信（衛星経由及び船舶間直接）のデモンストレーションを行う。 

 

 
 

しかしながら、令和 3 年の後半のコロナウィルス蔓延のため、パラオでの Our Ocean 

Conference の開催が、令和 4 年の 4 月に延期されたこと、及び世界的な渡航制限のため、パ

ラオにおける実証実験を注視し、令和 4 年 3 月に、ノルウェーにおける実証実験のみを実

施することとした。 

なお、パラオの当局が VDES 実証実験の実施を快諾していることに鑑み、パラオでの

VDES 実証実験は、可能であれば令和 4 年度以降に実施する計画を保持することとなった。 

 

3.2.4 ノルウェーにおける実証実験 

 

令和 4 年 3 月 7 日から 11 日にかけて、ノルウェーのトロンハイムにおいて実際の船舶局

と地上局、ならびに衛星局として NORSAT-2 を利用した実証実験を行った。実験の実施は

NORSAT-2 を運営する Space Norway ならびに VDES 送受信機（陸上/船舶局に加えて衛星ペ

イロードを含む）を製造する Kongsberg Seatex の協力を得て行った。なお、現地にて 2 隻の

船舶を手配することが叶わなかったため、本実験では 船舶陸上間通信、衛星陸上間通信、

衛星船舶間通信 について実験を実施した。 

 

船舶陸上間 VDES 通信 

船舶局と陸上局の間で、VDES を用いたテキスト通信の実験を実施した。陸上局を仮に船

舶局と見立て、”Caution: Fishing gear”, “Altered to PORT”など、設置された漁具を避航するシ
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ナリオや前方の船舶を追い越すシナリオなどを想定し、安全航行に資するテキストを相互

にやり取りできることを確認した。 

 

衛星経由船舶陸上間 VDES 通信 

 陸上からあらかじめ送信したテキストメッセージならびに SAR (Search And Rescue) 

Pattern について、NORSAT-2 から送信された信号を陸上局ならびに船舶局で受信できるか

どうかの実験を行った。複数日にわたって実施したものの、陸上局では衛星からのダウンリ

ンクを受信することに成功したが、船舶局では受信することができなかった。VDES 送受信

機を交換する、VHF アンテナ―VDES 送受信機間のケーブルを減衰の少ないものにするな

ど現場での対処を行ったが改善されなかった。本不具合の原因については、本報告書執筆時

点において引き続き Space Norway / Kongsberg Seatex にて調査が行われている。NORSAT-2

は未だ実験段階にあり、実際にこのような新たな課題が見つかったことからも、現場での利

用を想定した実証実験を実施することで技術的トラブルを潰していくことが可能になると

考えられる。 

  

左：実証実験に使用した船舶。右：使用した VDES 送受信機（奥）とメッセージ入力・表示用の PC

（手前）。VDES 送受信機は、デッキに設置されている VHF 受信のためのホイップアンテナと GNSS

アンテナ、AIS などに接続されている。 
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左：テキストメッセージを送信するためのアプリ。下部に”Caution Fishing Gears”の文字が入力され

ている。右：もう一方の局にて受信されたテキストメッセージを示す画面。送信した”Caution Fishing 

Gears”を含め、複数のテキストメッセージが船陸間で適切に送受信できていることが見て取れる。 

  

左：衛星から送信され、陸上局において受信されたテキストメッセージ、赤丸部分に本実験のため

に送信したメッセージ”VDES demonstration for the Sasakawa Peace Foundation” が記載されてい

る。右：本実験のために新たに作成し、衛星から送信され陸上局において受信された SAR Pattern

（遭難救助を行うための航路、赤丸部分）。 
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3. 3 IALA 等の VDES の利用の可能性の検討 

海上保安庁は、2018 年に VDES 実証実験を実施して、以下のような VDES の将来の利

用可能性を提示している（海上保安庁 HP：新技術の開発）。 

 

 

次世代 AIS（VDES）国際標準化のイメージ（海上保安庁 HPより） 

 

すなわち、悪天候（濃霧、豪雨等）の中での船舶間の安全情報及び衝突防止情報の交換、

船舶の航行管理情報の交換（現在は音声通信）を、VDES で行うことが想定されている。 

IMO は、IT 技術等を積極的に活用することで、航行安全の更なる向上、船内作業及び

陸上からの航行支援の更なる効率化等の実現を目的として、次世代の航行（E-Navigation）

に関する検討を推進した。2008 年 11 月の第 85 回海上安全委員会（MSC85）は、「E-

Navigation の構築と実施のための戦略: MSC85/26/Add.1 Annex 20」及び「E-Navigation 戦

略の実施プロセスに関するフレームワーク MSC85/26/Add.1 Annex 21」を承認した。 

IMOはさらに、E-Navigationの検討を進め、MSC99は、E-Navigationの戦略プランを承

認した（MSC.1/Circ.1595: May 2018  E-Navigation Strategy Implementation Plan – Update 

1）。この戦略プランの中で、以下のMaritime Service Portfolio（MSP）を提案した（表3-

1）。 

  

https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/soshiki/koutsuu/seibi8.png
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表3-1 E―Navigation MSP 

MSP番号 サービス 

1 船舶交通サービス：情報サービス 

2 船舶交通サービス：航海支援サービス 

3 船舶交通サービス：交通支援サービス 

4 地域港湾サービス 

5 海上安全情報サービス 

6 ⽔先サービス 

7 タグ・サービス 

8 船舶沿岸情報 

9 海上通信医療サービス 

10 海上支援サービス 

11 医療サービス 

12 ⽔路通報サービス 

13 氷海航行サービス 

14 気象情報サービス 

15 リアルタイム⽔路・環境情報査サービス 

16 捜索救助サービス 

 

このようなMSPの実現には、沿岸域でも利用可能な携帯電話網のほか、洋上において

通信に使用できる人工衛星も多数ある。しかしながら、一般に船舶が使用する衛星通信

は非常に高価であり、また沿岸と洋上とで通信の切り替えも発生する。VDESは、ほぼ

同じ周波数で沿岸域と衛星通信の双方を使用できる特徴があり、これらのMSPの今後の

サービスのVDESによる実現化が期待できる。但し、VDEの通信速度は数百kbps 程度を

海域内でシェアすることとなるため、現在インターネットで広く使われているようなリ

ッチ・コンテンツの送受には向かない。 

IALAは、上のようなVDESの制約に配慮しつつ、これらのMSPをVDESの可能性とし

て取り上げ、IALA G1117の中に含めた。 

IALA ENAV委員会は、2021年10月のWG3会議から、IEC/TC80/WG15と共同して、

VDESの利用可能性（use cases）に関して議論を進めてきており（表3-2）、これらを

IALA G1117の次の改正に盛り込むかどうか検討を進めており、2022年3月のENAV29に

おいて、IALA G1117の改正案の検討が本格化する予定である。 
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表3-2 VDESの利用可能性候補（IALA ENAV WG3） 

Use cases for VDES as input to IEC Work 

Nr. Title of Usecase/Application 

1 <intentionally empty> 

2 TX single slot ASM broadcast ( an example) 

3 extend AIS range by rebroadcast via VDE-SAT DL 

4 MSC.1/Circ.1610 init. descr. of mar. services i.t. context of e-navigation 

5 R-mode VDE-TER 

6 R-mode VDE-SAT 

7 MSC.1/Circ.1595 E-nav. strategy impl. plan 

8 method to authenticate AtoN & ASM transmissions via VDES 

9 

Certification of appropriate fishing activity 

- monitoring vessels (VMS) 

- monitoring fishing gears including payao (floating fish aggregation device) (AtoN) 

- monitoring products  

10 

GNSS Augmentation (G1117 §3.2 Safety Related Information /  

3.2.5. Scenario ‐ GNSS Augmentation) 

11 G1117: SAR communications  

12 G1117: Maritime Safety Information  

13 G1117: Ship Reporting 

14 G1117: Vessel Traffic Services 

15 G1117: Charts and Publications 

16 G1117: Route Exchange  

17 G1117: Logistics  

18 Rebroadcast of Galileo Search and Rescue Return Link Message 

19 

MASS- i.e. MASS knowing positions of smaller ships (involving insurance sector both for the 

insentive for ship owner to reduce insurance fee as well as the evidence based assessment of 

maritime accidents between a large and a small ships) 

- coordinated route coordination optimization/separation 

- refer to work of ISO TC8 on new MASS communication 

20 authenticated ASM (including e-AtoN ) 

21 safety related data with priority 

22 IMO Circ 289 provision 

23 IMO FAL Forms 

24 Maritime Connectivity Platform MCP MMS 
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表 3-2 続き 

25 ship prediction for MASS 

26 retransmission of RTK 

30 optional LRIT functionality 

31 optional GMDSS DSC functionality (ch 70), colocated to VDES function 
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第４章 社会実装（コンソーシアム立ち上げ）支援 

4. 1 衛星 VDES 事業化に向けたアイデア交換会の開催 

 衛星 VDES の社会実装のために、民間企業中心にエコシステムを構築し事業として運用

することを前提としたアイデア交換会を本年度初めて企画運営を行った。 

 まず、本会の参加募集を、衛星 VDES 委員会（2021 年度）委員並びに「海洋宇宙連携に

関する勉強会」参加者に送付し、参加目的等を記入した申込書を受けて、下記会社（計８社）

による検討会とした。 

＜参加企業： (敬称略、あいうえお順)＞ 

IHI 、アークエッジ・スペース、東洋信号通信、三井物産、三井物産エアロスペース、  

商船三井テクノトレード 、日本無線、古野電気  

（事務局）笹川平和財団海洋政策研究所 

 アイデア交換会は、２０２１年１１月より計３回開催を行った。各回の議題等を下記に記

載する。 

 

（１）衛星 VDES 事業化に向けたアイデア交換会 第１回（2021 年 11 月 22 日） 

 ・趣旨説明、各社自己紹介 

・衛星 VDES 利用分野・事業規模（たたき台）の説明並びに議論  

（資料により利用分野のイメージ合わせを目的に）  

・「事業化の課題」抽出・解決策案に関する意見交換  

（事前提出資料を元に、各社より説明＋質疑） 

（例；①利用促進（全船舶装備向け、顧客開拓・免許・低コスト化）、 

②ビジネス規模見極め、 ③海外連携、④法制・契約上の課題、⑤その他 ）  

 

（２）衛星 VDES 事業化に向けたアイデア交換会 第２回（2021 年 12 月 15 日） 

 ・外部講師による講演： シップデータセンター（池⽥社長）の講演・意見交換  

・事業化に向けた実施項目と担当に関する全体図（OPRI 作成）に関する確認・調整  

・IALA 向け G.1117 改定に向けたユースケースへの追記・ コメントまとめ 

 

（３）衛星 VDES 事業化に向けたアイデア交換会 第 3 回（2022 年 2 月 15 日） 

 ・IALA 向け提出資料（国際運用機関・ユースケース）の説明他  

・事業推進体勢案の説明 

・ 今後の活動について  

 

本アイデア検討会を通じて、まずは長納期品であるVDES衛星を中心にしたインフラ整備
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を先行実施することが重要であることが確認された。尚、アイデア交換会のメンバーでもあ

るアークエッジ・スペース社からは、「VDES衛星を2023年度に打ち上げ、軌道上実証を行

う」との記事公開が行われており、インド・太平洋地区に於ける経済安全保障分野での貢献

が期待される。 

 そして、第３回会合に於いて、本アイデア交換会は、来年度「衛星 VDES 協議会（仮称）」

に移行する事を志向していくことが合意された。 

 

 

4. 2 今後の支援活動について 

 本年度開催の「衛星 VDES 事業化に向けたアイデア交換会」に於いて、「衛星 VDES 協議

会（仮称）」への移行することが合意された。また、OPRI に対しては、引き続き、衛星 VDES

事業化に向けて、下記のような事項が期待されている。 

① 国内外関連機関向け情報発信・調整、 

② 全船舶装備向けた利用機関向け啓発活動、 

③ 事業化に向けたルール（国際運用機関等の仕組み作り）・法制面の検討・整備（MDA 情

報収集に関する事項、小型船向け VDES 端末の無線免許に関する調整等） 

 

この様な背景を元に、衛星 VDES コンソーシアム（仮称）の役割と位置付けの最終型の案

を下図に示す。今後、この案を元に、エコシステム構築に向けた具体的な活動を展開し、海

洋国家としてのプレゼンス強化に貢献していくことが重要となっている。 
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尚、スケジュール的には、２０２７年１月の IMO SOLAS 条約改定に向けて、２０２４ 年

夏までに、VDES 利用に関する規定も決定する必要がある。また、IALA の国際機関へ の

移行も予定されており、海洋 DX に向けて変革期の中でタイトな活動が予測される。 
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第５章 衛星 VDES 端末の概念設計 

 

次の本編記載内容は、（一財）日本航路標識協会が作成した報告書からの抜粋であり、資

料編には報告書の目次と別添資料を挿入している。 

 

5. 1 普及型衛星 VDES（VHF Data Exchange System）端末 

（以下「携帯 VDES」と称す） 

（１） 小型船で通信機器が利用できない理由の一つとして、電源の確保が難しいことが

挙げられる。昨今、高性能・高寿命の二次電池が普及してきたことから、普及型衛星

VDES端末を携帯型で開発することを基本とする。 

（２） 本調査では、実証実験としてスマートフォンのラインアプリにより、100語程度の

SMS通信試験を行い、満足出来るレベルの通信が可能なことが判明したことから、携帯

VDES をスマートフォン、タブレッ

トなどと同様、情報通信端末として

利用することを基本とする。 

（３） 携帯 VDES では、アプリケーシ

ョン開発を第三者にも開放するこ

とを基本とする。アプリケーション

開発者の拡張性、利便性を担保する

ため、携帯 VDESに Wi-Fi、Bluetooth

通信機能等の機能を付加する。      図 5-1 携帯 VDES運用イメージ 

 

5. 2 海洋データ用端末 

 衛星 VDESと海洋計測センサーを接続することにより、様々な海洋データを自動的に

収集できるようなシステム構成も

可能である。このことは、地球最

後のフロンティアである海洋を官

主導による衛星 VDES＆基地 VDES

の整備と並行し、民間の端末 VDES

＆基礎的海洋データ収集を連携さ

せることにより、地球環境の変動

を即時に感知し、海底資源開発を

促進する効果が期待される。    図 5-2 海洋データ端末の運用イメージ図 
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5. 3 携帯 VDES の開発要素 

（１） VHF帯平面アンテナの開発 

（２） 省電力化のため、回路の集積化、RF部分の小型化などの要素技術の開発 

（３） 小型化を可能にする平面実装技術の開発 

（４） 携帯 VDESバージョン・アップに対応する SDRなどの大幅なソフトウェア化 

 

5. 4 海上通信の特色と無線従事者 

 海上通信の特色の一つは通信内容に位置が含まれることであり、船舶自動識別装置

（AIS）搭載船は、位置に関する情報を一定間隔で通報することで、沿岸から 25NM程度

の船舶動静を自動的に把握するとともに、船舶間では 5NM 程度の他船の動静を監視す

ることが可能である。 

 海上通信の現状は、インマルサットやイリジウムなどの衛星通信、沿岸 100NM程度の

MF 通信、沿岸 30NM 程度の VHF 通信や漁業用 27MHz 帯の HF 通信、沿岸 3NM 程度の携帯

電話等が利用出来るが、海域別や利用者別に複雑な利用形態が存在するため、陸上通信

の様に、インターネット網と携帯電話網が結合して意思疎通が容易にできる状況では

ない。 

 携帯電話による緊急通報「118番」が海上の安全・安心に寄与しているものの、3Gの

廃止や 4G の普及、更に精細動画情報を伝送する 5G の登場によるスモールセルの採用

と低電力化により沿岸域周辺のサービスエリアは狭くなるため、沿岸域における通信

は将来利用しにくくなることが予測される。 

 更に船舶航行の安全を目的とする無線局には、無線従事者の資格が必須であるが、イ

ンマルサット、イリジウム等の衛星通信や携帯電話などでは利用者側の無線従事者の

資格が免除されている例もある。 

 今後、携帯 VDESを普及させるためには、機器の価格や運用経費に加え無線従事者の

資格の要否も障壁となることから、従事者資格の要否、下級資格への緩和などを検討す

るため、システムの管理の在り方を明確にする必要がある。 

 

5. 5 衛星 VDES の早期実用化 

 我が国が先導的に衛星 VDES を整備する意義は、地政学的に太平洋の西端に位置し、

太平洋の安全・安心を担保する海洋国家としての責務を有するとともに、衛星利用に伴

う情報の独占的利用を制限し、透明性を確保した利用環境に貢献することである。 

 衛星 VDESの早期実用化には、アプリケーション開発・実用化に資するセンター機能

を併せ持った「衛星 VDES国際運用センター」（仮称）を創設し、我が国と関係国の緊密
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な連携のもと、次の事項を早期に実施することが必要である。 

（１） 透明性のある開発環境を整え、アンテナ素子、高密度集積回路、耐久性のある二次

電池及び個人情報保護等を考慮したシステム等の技術開発 

（２） 持続的運用を確保する人材の育成 

（３） インターオペラビリティを確保する試験環境の整備 

（４） 衛星の国際的協調運用の国際間での並行的実施 

更に、衛星 VDES整備は地上 VDESと複合的に整備することが絶対的条件である。衛星

VDES は、位置情報が曖昧な海洋活動と様々なデータを連携する統合基盤であり、衛星

通信の持つ物理的制限（通信速度の限界等）を地上 VDESにより補完する、複合的整備

が重要である。 

 

5. 6 携帯 VDES の利用拡大策 

（１） 普及型衛星 VDES端末は携帯型であること 

（２） 携帯 VDES低廉化のため、海上以外での利用も想定した開発目標を設定すること 

（３） 国際電気通信連合（ITU）では VDES海上バンドを既に指定しているが、アンテナ等

の技術開発はバンド幅に冗長性を持たせた開発目標を設定すること 

（４） 携帯 VDESのソフトウェア開発には、誰でもが開発を担える透明性を確保すること 

（５） 携帯 VDESから得られる情報の透明性のある利用環境を整備すること 

（６） 国際標準の制定にあたり、先導的かつ迅速に対応すること 

（７） 携帯 VDESの利用拡大には、官主導による衛星 VDESと地上 VDESの速やかな整備が

必要であること 

 

5. 7 衛星 VDES 導入の意義 

 21世紀は「情報の時代」であり、情報の優位性を確保することが重要である。一方、

衛星 VDESを通じて収集される海事情報、物流情報、海洋情報等を各国が平等かつ透明

性を持って利用できる環境を整備することは、「信頼される日本」の強化に繋がる。海

洋情報の共有を通じて、海運、漁業、資源などの海洋関係者の良好なコミュニケーショ

ンが確保され、安全・安心な共助社会の構築に貢献することが我が国の役目の一つであ

る。 

 これにより、情報による「開かれたインド太平洋戦略」にも貢献することができる。 
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おわりに 

 

世界では物流・⽔産・レクレーション併せて推計 4～5,000 万人が直接海と関係し、又、日々

数十兆円（推定）の貨物が海上にある。これらの人命と財貨を守ることは人類共通の責務で

ある。 

 

我々が陸上でその恩恵を蒙っている情報通信や衛星技術を海洋活動のインフラとして整備

することの重要性を認識し、弊財団は 2010 年代央から海洋と宇宙の政策連携の必要性を訴

え続け、その具体策の一つとしてわが国が国際的にも先導できそうな衛星 VDES の社会実

装へ向けた活動を 2020 年度から開始した。 

 

2021 年度は漁船やレクレーション船を含めた世界の全船舶に VDES（及び衛星 VDES）を

利用してもらうための課題を整理しつつ、必要となる国際基準の策定を国際機関に訴え、衛

星 VDES の実証実験を試み、民間事業者に衛星 VDES 事業開始を鼓舞し、更に普及型端末

の概念設計（調査研究）に取り組んだ。 

 

コロナ禍でその活動は限定的にならざるを得なかったが、衛星 VDES に関する施策は社会

経済のデジタル化や国家安全保障の政策方針にも合致する方向にあり、これまでの財団活

動の正当性を改めて実感している。 

 

大型計算機が小型化し始める 1960 年代、我が国海事産業は他国に先駆け「高度集中制御化

船舶」の開発プロジェクトに取り組んだ。爾来半世紀、デジタル・AI を活かした海洋情報

立国としての地歩を築き、世界に貢献する国になってくれることを願ってやまない。 

 

最後に、衛星 VDES の実現に向かって政策提言をまとめてくださった、2021 年度衛星 VDES

委員会委員各位に心から感謝いたしたい。 

 

（了） 

 

 

 


